
町内居住の町民を雇用し、６月以上雇用を継続する
取り組みを助成します！！

対象事業者

①町内で行う事業について、「自立・帰還支援雇用創出企業立地
補助金」の交付決定を受けていること
②町内に本店又は支店の登記を有していること
③勤務開始日から翌々月末時点において、町内に住所を有し、か
つ、町内に居住する正規従業員又は非正規従業員を新たに雇用
し、従業員の勤務開始日から６月を経過した日において雇用を継
続していること 等

交付額
正規従業員１人につき３0万円
非正規従業員１人につき２0万円

交付上限額 1,000万円

申請回数上限 １回（通年）

申請期限 町内で事業を開始した日が属する年度から翌年度末まで

助成金対象期間イメージ

福島県 大熊町
雇用促進助成金のご案内

申請回数は１回のみ
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６月以上継続して雇用されている従業員が算定対象

勤務開始日から翌々月末時点に大熊町に住民票

を移し、居住している従業員が算定対象

（勤務開始前からの町民も算定対象）

※赤字が申請者の行動
青字が従業員の行動

■関連するその他の助成金や雇用支援機関

●要件を満たせば、「ふくしま産業復興雇用支援助成金（雇入費）」との併用が可能です。
併せてご活用ください。

●雇用に関する関係支援機関
大熊町では企業の雇用・採用活動を支援する「福島広域雇用促進支援協議会」や
「ふくしま12市町村移住支援センター」等の関係機関と連携し、企業様の雇用の募集から
企業見学等の採用活動を支援いたします。

申請書類や募集要項等の詳細は、HPでご確認ください
問い合わせ先：福島県大熊町 ゼロカーボン推進課 産業振興係

TEL：0240-23-7643   メールアドレス：zerocarbon@town.okuma.fukushima.jp 令和6年4月現在


